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審査・建議勧告事件月報

第1表 平成 29 年 1 月分 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上

大阪第一検総第8号 平成29年1月 7 日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

《
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

合

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 16 12 12 28 7 7 21

1月からの累計 12 12 7 7

備

考

〆
②
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審査，建議勧告事件月報

第1表 平成 29 年 2 月分

、

(集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， ｢既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上

一

大阪第一検総第〃号

一

平成29年3月7 日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職

権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
・
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
口

計

未
済
人
員

第 2段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 21 1 1 2 23

(1)

6 6 17

(1)

1月からの累計 13 1 14 13 13

備
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審査・建議勧告事件月報

平成 29 年 3 月分 (集計表） 大阪第1表 地裁管内
検察審査会

鍵(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の｢旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員｣の各箇所に（）を付し，内数とし

０
－

で
■
９
．
℃

刑
耐

大阪第一検総第 lう 号 平成29年チ月 7日
最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 ・員

旧
受

新 ．受

申
立
て

職
権
移
送 計

今
ロ
●②

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済

人
員

第 2 段． 階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 17

(1)

19 19 36

(1)

8

(1)

8

(1)

28

1月からの累計 32 1 .33 21

(1)

21

(1)

備

考

●

旬

● ●

｡



（ ノ

審査・建議勧告事件月報

(集計表） 大阪平成 29 年 4 月分第1表 地裁管内
検察審査会

■ ■

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受｣及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し, ･内数と

ー

大阪第一検総第 18号

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

日

受

Ｉ

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人

員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

起に

訴至

ら
ず
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 28 15 15 43 7 3 10 33

1月からの累計 47 1 48 28

(1)

3 ． 31

(1)

■

●
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審査‘建議勧告事件月報
0

第1表 平成 29 年 5 月分 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

(注） 職権審査事件については， ．｢受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

大阪第一検総第 ZO 号 平成29年6月7 日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 33

■

8 8

■

41 5 5 36

1月からの累計 55 1 56 33

(1)

3 36

(1)
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審査・建議勧告事件月報

第1表 平成 29 年 6 月分 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

（最刑一）
●

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「|日受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

大阪第一検総第 ユユ 号 平成29年7月/o日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

6 缶

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 36 112 112 148 38 38 110

1月からの累計 167 1 168 71

(1)

3 ・ 74

(1)
o噂
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審査・建議勧告事件月報

第1表 平成 29 年 7 月分 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計｣ ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数と

、一

大阪第一検総第13号

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

日

受

Ｉ

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

《
口

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

合
口

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

や

起
・
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 110 59 59 169 12 1 26 39 130

1月からの累計 226 1 227 83

(1)

4 26

｡

｡

113

(1)
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考
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審査・建議勧告事件月報

第1表 平成 29 年 8 月分 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上

大阪第一検総第うo号 平成29年？月6 日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受
参

申
立
て

職
権
移
送 計

《
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

■

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人
員唖

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 130 8 1 9 139

(1)

9

(1)

1 55 65

(1)

7乱

1月からの累計 234 2 236 92

(2)

5 81 178

(2)

備

考
6
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審査Q建議勧告事件月報

第1表 平成 29 年 9 月分 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受｣及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内 。

z91011
■ ■ h

尖付■

大阪第一検総第ぅ込号 平成29年ID月lo日■

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 ・理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送
計

〈
ロ

計

◆ ＝

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
．
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
・
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審

査

中

建
議
勧
告
件
数

当月 74 1 2 3 ７
１

７
位
↑

12

(2)

12

(2)

65

1月からの累計 235 4 239 104

(4)

5 81 190

(4)

鉛a
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考
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審査・建議勧告事件月報

第1表 平成 29 年 10 月分 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員｣の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

一

大阪第一検総第うり号 平成29年 {｜月9日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合
計

早 ●。

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

〈
ロ

計

未
済

人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 65 16 16 81 3 15 18 63

1月からの累計 251 4 255 3 119

(4)

5 81 208

(4)

兎
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考
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審査・建議勧告事件月報、
q

平成 29 年 11 月分 (集計表） 大阪第1表 地裁管内
検察審査会

塗｡刑事駒、

4■ ｡

申 p

一

大阪第一検総第37号 平成29年偉月 〃 日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合
計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 63 5 5 68 4 1 5 63

9

1月からの累計 256 4 260 3 123

(4)

6 81 213

(4)
B 0

備

考

■
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審査・建議勧告事件月報

第1表 平成 29 年 12 月分 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員｣の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

大阪第一検総第 ｜ 号 平成30年｜ 月 IZ.日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合
計

既 済 人
－ ｡

員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

△
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ

の

他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 63 12 12 75 34 34 41

1月からの累計 268 4 272 3 157

(4)

6 81 247

(4)、

備

考


